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東北大学バレーボール連盟 規約

昭和 年 月 日制定

２０００年 １月３０日改正 ２０１６年 １月２３日改正

２００６年 １月２８日改正 ２０１７年 １月２１日改正

２００７年 １月２４日改正 ２０１９年 １月２６日改正

第１章 総則

第１条（名称）

本連盟は、東北大学バレーボール連盟（以下、本連盟という。）と称する。

英文においては、Tohoku University Volleyball Federation（略称：ＴＵＶＦ）と表示する。

第２条（事務局）

本連盟は、事務局を宮城県に置く。

第２章 目的及び事業

第３条（目的）

本連盟は、東北の大学バレーボール競技団体を統括し、大学バレーボール競技の技術力の向上

と健全な指導・普及・発展、大学相互の親睦、大学スポーツ界の発展、国内外のバレーボール

団体との交流、国際間の親善を図るとともに、バレーボールを通して学生の心身の健全な発達

と明るく豊かな学生生活に寄与することを目的とし、その目的達成のため、次の事業を行う。

第４条（事業）

本連盟は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

（１）全日本大学バレーボール連盟（以下、「ＪＵＶＦ」という。）への登録

（２）春秋のリーグ戦および各種大会の開催及び主管

（３）ＪＵＶＦ主催の競技会の東北地区における主管

（４）東日本大学バレーボール選手権大会の開催及び主管または応援・協力

（５）大学バレーボールの普及、振興に関する事業

（６）大学バレーボール指導員及び審判員の育成事業

（７）大学バレーボールに関する情報提供サービス業

（８）大学バレーボール関連における商品化の企画・制作・販売業

（９）大学バレーボールに関する知的財産権の管理事業

（10）その他ＪＵＶＦ及び本連盟の目的を達成するために必要な事業

（11）バレーボールの普及、振興に関する事業

（12）その他前各号に掲げる事業に付随又は関連する事業

第５条（連盟の構成員）

前条の目的を達成するため、東北地区（青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県）

６県に所在する大学を以て本連盟を構成する。
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第６条（支部機構）

（１）本連盟は支部機構として、北奥羽ブロック委員会及び南奥羽ブロック委員会を設ける。

（２）北奥羽ブロック委員会及び南奥羽ブロック委員会の事務局は、各々岩手県及び宮城県に置く。

第３章 会員及び組織

第７条（会員及び組織）

（１）本連盟は、東北地域に所在する学校教育法による大学またはこれに準ずる大学（以下、大学と

いう。）のバレーボール部で、かつ当該大学が代表するバレーボール部であることを認めたもの

で、本連盟に加盟を希望する部を会員として組織する。なお、一つの大学で男子・女子を加盟

させるときは、それぞれ独立した会員とする。

（２）各キャンパス単位、または学部単位で大学公認の体育会などにチームが所属している場合は、

理事会の承認を受けたうえでそのキャンパス単位、または学部単位での加盟を認める。

（３）本連盟は、ＪＵＶＦに所属し、本連盟に加盟する大学は自動的にＪＵＶＦに加盟するものとす

る。

第４章 加盟・登録及び脱退

第８条（加盟及び登録）

（１）加盟及び登録に関する手続等は、別に定める登録内規による。

（２）本連盟への加盟は、理事会の承認を必要とする。

（３）本連盟への加盟および登録に際しては、本規約細則に定める加盟料、登録料、個人登録料を納

入する。

（４）本連盟に加盟を認められた大学は、ＪＵＶＦ加盟料を納入しなければならない。

（５）本連盟加盟大学は、毎年５月２０日までに所定の手続きでＪＵＶＦの登録手続きを完了しなけ

ればならない。

（６）一旦納入された加盟料、登録料、個人登録料は、理由の如何を問わず返還しない。

第９条（退会）

本連盟から退会を希望する場合は、別に定める登録内規による。

第10条（加盟大学の義務）

（１）加盟大学は、連盟が掲げる規程・規約を遵守しなければならない。

（２）加盟大学は、公益財団法人日本バレーボール協会および各県バレーボール協会（以下、協会と

いう。）、ＪＵＶＦあるいは本連盟が主催または主管する競技会に出場する場合には、本連盟に

有効に登録された部員をもってチームを構成しなければならない。

（３）加盟大学は、協会及びＪＵＶＦあるいは本連盟が主催または主管する以外の競技会に出場する

場合及び別途競技会を開催する場合、また海外に遠征試合を行う場合には事前に、本連盟に届

け出なければならない。
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第５章 役員

第11条（役員の定数）

本連盟に下記の役員を置く。

（１）会長 １名

（２）副会長 若干名

（３）名誉顧問 若干名

（４）顧問 若干名

（５）参与 若干名

（６）理事長 １名

（７）副理事長 ３名

（８）常任理事 １２名

（９）理事（(1),(2),(6),(7),(8),(12)を含む。） ２４名

（10）運営理事 若干名

（11）専門委員会委員長 若干名

（12）監事 ２名

（13）学連委員長 １名

（14）学連副委員長 ２名

（15）北・南奥羽ブロック委員長 ２名

（16）北・南奥羽ブロック副委員長 ２名

（17）学連委員 加盟大学各１名

（18）代表委員 男女各部各１名

第12条（会長）

（１）会長は理事会において推薦し、総会において選任する。

（２）会長は本連盟を代表し、会務を統括する。

第13条（副会長）

（１）副会長は理事の中から会長が指名し、理事会において選任する。

（２）副会長は会長を補佐し、会長不在のときは、あらかじめ会長が指名した順序により、会長の職

務を代行する。

第14条（名誉顧問・顧問）

（１）名誉顧問は、本連盟会長経験者を理事会において推薦し、会長がこれを委嘱する。

（２）顧問は、本連盟に特に功労のある者を理事会において推薦し、会長がこれを委嘱する。

（３）名誉顧問及び顧問は、本連盟の重要事項について、理事会の諮問に応じ、理事会に出席し意見

を述べることができる。

第15条（参与）

（１）参与は、本連盟に功労のあった者で理事会の推薦を受けた者を会長が委嘱する。

（２）参与は本連盟の運営について会長の諮問に応ずる。
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第 16条（理事長・副理事長）

（１）理事長は、理事の互選により、会長が委嘱する。

（２）副理事長は、理事の中から理事長が指名し、会長が委嘱する。

（３）理事長は、総会並びに理事会の決議及び本規約に基づき、会長を補佐し理事会を統括して会務

を執行する。

（４）副理事長は理事長を補佐し、理事長不在のときは、理事長の職務を代行する。

第17条（常任理事）

（１）常任理事は、理事の互選により選出され、会長が委嘱する。

（２）学連委員長は、必ず常任理事に選出されるものとする。

（３）常任理事は、本連盟の重要事項の提案・立案・審議等に参画し、会長・副会長・理事長・副理

事長を補佐し、会務の執行を助ける。

第18条（理事）

（１）理事は学識経験者理事及び学生理事によって構成されるが、その選任は総会においておこなわ

れる。

（２）理事２４名の構成は下記によるものとする。

（イ）学識経験理事 １２名

（ロ）学生理事 １２名

（３）理事は理事会を構成し、本連盟の重要事項を審議する。

（４）理事会は、本規約の定めに従い、推薦・指名・互選等の方法により、会長・副会長・理事長・

副理事長及び専門委員会委員長を選任する。また会計担当理事を２名選出する。１名は学生と

し、会計担当理事は、本連盟の経理を執行する。

第19条（運営理事）

（１）理事会は、業務の円滑な遂行に必要と認めたとき、運営理事を選任することができる。

（２）運営理事は、理事会において選任し、会長が委嘱する。

（３）運営理事は、理事会に出席し、意見を陳べることができるが、採決には加わらない。

第20条（専門委員会委員長・専門委員）

（１）第34条に規定される各専門委員会の委員長は、理事の中から理事の推薦により選任され、会長

が委嘱する。

（２）各専門委員会の委員は、委員長の推挙により理事会が審査の上選任し、会長が委嘱する。なお、

専門委員は理事である必要はない。

第21条（監事）

（１）監事は、理事会の推薦に基づき、総会において選任される。１名は学生とする。

（２）監事は、本連盟の財産の状況を監査するとともに、理事の業務執行の状況を監査し、必要に応

じ、総会または理事会に対して監査結果を報告する。
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第 22条（学連委員長・学連副委員長）

（１）学連委員長は、学連委員総会において、学連委員の選挙により選出され、会長がこれを委嘱す

る。

（２）学連委員長は学連委員総会の議長を務め、加盟各大学の意思を代表する。

（３）学連副委員長は、学連委員長が指名し、会長がこれを委嘱する。

（４）副委員長は、委員長を補佐し、委員長不在のときは委員長の職務を代行する。

（５）委員長及び副委員長は、学連委員総会を代表し、理事として理事会に出席し、本連盟の運営に

貢献する。

第23条（学連委員）

（１）学連委員は、加盟各大学を代表する委員として、各大学から１名ずつ選出される。

なお、男子・女子の両チームを登録した大学は、男女それぞれ１名ずつの学連委員を選出しな

ければならない。

（２）学連委員は学連委員総会を組織し、本連盟の運営に関する重要案件を学生の立場で検討し、必

要と思われる案件を理事会あるいは総会の審議に供するとともに、本連盟の事業推進に必要な

業務を遂行する。

第24条（代表委員）

（１）加盟大学は、毎年春秋に開催されるリーグ戦を、別に定める方法により、部別に構成するが、

その各部は所属する大学の学連委員の互選により代表委員を選出する。

（２）代表委員は、代表委員会を構成し、リーグ戦の運営に関する諸事項を検討・実施する。

（３）代表委員の所属する大学がリーグ戦の結果、他部に昇降した場合は改選される。

第25条（役員の任期）

（１）学識経験者役員の任期は２年とする。

（２）学生役員の任期は１年とする。

（３）欠員補充により就任する役員の任期は前任役員の残任期間とする。

第６章 会議

第26条（会議の種類）

本連盟の重要事項を審議するため、下記の会議を置く。

（１）総会

（２）常任理事会

（３）理事会

（４）学連委員会総会

（５）代表委員会

（６）専門委員会

第27条（総会）

（１）総会は理事及び代表委員によって組織され、本連盟の最終決議機関とする。

（２）通常総会は、年１回（原則として１月）会長が召集し、議長となる。

（３）臨時総会は、会長が必要と認めたとき、会長が召集し、議長となる。
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第 28条（総会の決議）

（１）総会は、理事及び代表委員の過半数の出席を以て成立する。ただし、総会議事につき書面を以

て委任状を提出した者は出席とみなす。

（２）総会の議決は、出席者の過半数を以て決定する。ただし、可否同数の場合は議長の決するとこ

ろによる。

第29条（総会の決議事項）

総会において下記の事項を議決する。

（イ）事業計画及び収支予算

（ロ）事業報告及び収支決算

（ハ）全日本大学選手権大会・東日本大学選手権大会等が東北地区で開催される場合の主

管

（ニ）本連盟の重要な規約類の改正及び制定

（ホ）その他、本連盟の事業に関する重要事項で理事会が必要と認めた事項

第30条（常任理事会）

（１）常任理事会は、会長・副会長・理事長・副理事長及び常任理事により組織される。

（２）常任理事会は、本連盟の重要事項に関し、提案・立案・審議を行い、その討議結果を理事会及

び必要に応じ、総会の議決に委ねる。

（３）常任理事会は、理事長が必要と認めたときに招集し、議長となる。

第31条（理事会）

（１）理事会は、通常年２回会長が召集する。また、会長が必要と認めるとき、あるいは、理事の過

半数から理事会に付すべき事項を示して召集を請求されたときには、その請求から３週間以内

に臨時理事会を会長が招集する。

（２）理事会は、総会議決事項を事前に審議するとともに、その他の重要事項を審議・議決する。

（３）理事会の議長は、会長がその任に当たり、出席理事の過半数を以って議決する。可否同数の場

合は、議長の決するところによる。

第32条（学連委員総会）

（１）学連委員総会は年１回学連委員長が召集し、議長となる。

（２）学連委員総会は、下記の事項を学生の立場で検討し、必要と思われる案件を理事会あるいは総

会に提議する。

（ア）本連盟総会付議事項

（イ）年度活動方針及び活動計画

（ウ）学生役員の選任

（エ）その他理事会より検討を要請された事項、あるいは加盟大学より検討を要請された事

項

（３）学連委員総会は、学連委員の過半数の出席を以って成立し、その議決は出席者の過半数を以っ

て決する。なお、予め書面を持って委任状を提出した者は出席とみなす。また、議決が可否同

数の場合は、議長の決するところによる。

（４）各学連委員は、各自の所属する大学の意見を十分にまとめ、それを代表する。
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第 33条（代表委員会）

（１）代表委員会は、通常年２回春秋のリーグ戦開催の２週間前までに学連委員長が召集し、議長と

なる。

また、学連委員長が必要と認めたとき、あるいは代表委員の過半数から代表委員会に付すべき

事項を示し、召集を請求されたときには、その請求から３週間以内に臨時代表委員会を学連委

員長が招集する。

（２）代表委員会は代表委員の過半数の出席を以って成立し、その議決は出席者の過半数を以って決

する。なお、予め書面を持って委任状を提出した者は出席とみなすほか、当該各部の学連委員

の代理出席も認める。また、議決が可否同数の場合は、議長の決するところによる。

（３）代表委員会は、主として春秋のリーグ戦運営に関する事項を討議するほか、学連委員総会の付

議事項を審議する。

第34条（専門委員会）

（１）本連盟に次の委員会を置く。

（ア）総務委員会

（イ）広報委員会

（ウ）強化委員会

（エ）競技委員会

（オ）審判委員会

（カ）指導普及委員会

（キ）科学研究委員会

（ク）ビーチバレーボール委員会

（ケ）危機管理委員会

（２）各専門委員会の業務、運営については、別に定める専門委員会規程によるものとする。

（３）専門委員会の設置、廃止は理事会の決議による。

（４）専門委員会の決定事項は理事会の承認を要する。

第35条（議事録）

（１）本連盟のすべての会議は、議事録を作成の上保存するとともに、本連盟の役員あるいは加盟大

学からの要請があった場合には閲覧に供さなければならない。

（２）特に総会の議事録は本連盟に登録されたすべての大学に送付される。

第７章 会計

第36条（会計年度）

（１）本連盟の会計年度は毎年１月１日より 12月 31日までとする。

（２）本連盟の資産は次の収入によりなるものとする。

（ア）本連盟への加盟料及び登録料

（イ）本連盟主催の事業に伴う収入

（ウ）本連盟の資産から生ずる収入

（エ）寄付金品

（オ）その他の収入
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第 37条（収支予算及び決算）

（１）本連盟の収支予算は理事会の審議を経て、総会の承認を受けなければならない。

（２）本連盟の収支決算は、会計担当理事の責任において、正確に記帳、保管され、監事の監査、理

事会の審議を経て、総会で承認される。

第８章 賞罰

第38条（表彰）

本連盟のため、特に顕著な貢献をした者を総会の決議により表彰することができる。

第39条（懲罰）

本連盟の名誉を毀損し、または、本連盟の規約及び決議に従わない加盟大学、役員に対し、総

会の決議により、次の懲罰を課すことができる。

（ア）戒告

（イ）譴責

（ウ）権利停止

（エ）除名

（オ）罷免

（カ）その他の処分

第９章 補則

第40条（規約の改正または変更）

本規約は理事会の審議を経て、総会の決議により改正あるいは変更することができる。

第41条（付則・細則）

（１）本連盟は本規約の実施のために必要な付則、細則を理事会の決議により設けることができる。

（２）前条の付則、細則の改定あるいは変更は理事会の決議により行う。

付則

本規定は、２０００年１月３０日から改正施行する。

細則

第１条（加盟料）

本連盟規約第８条規定の加盟料は、１会員あたり２０，０００円とする。

第２条（登録料）

本連盟規約第８条規定の登録料は、１会員あたり毎年１５，０００円とする。

第３条（個人登録料）

本連盟規約第８条規定の個人登録料は、一人あたり１，５００円とする。
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第４条（理事会をもって最終決議とする事項）

次に掲げる事項については、総会の議決を要さず理事会の決議をもって最終決議とする。

（１）副会長、名誉顧問、顧問、参与、理事長、副理事長、運営理事、専門委員会委員長

および会計担当理事の選任

（２）本規約の付則、細則の新設・改訂・廃止

（３）各種規定、内規の新設・改訂・廃止

（４）専門委員会の設置・廃止および規定の改廃

（５）専門委員会の審議事項の採択

（６）特別委員会の設置・廃止および委員長・委員の選任

（７）特別委員会の審議事項の採否

（８）その他総会の議決により委任された事項
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東北大学バレーボール連盟 登録内規

２０１９年１月２６日制定

第１条（目的）

本内規は、東北大学バレーボール連盟（以下「本連盟」という。）規約第８条および第９条に基づ

き、本連盟が主催する公式試合に参加する加盟大学（以下、「チーム」という。）と選手及びチー

ムスタッフ（以下、「構成員」という。）の登録に関する手続きなどを定めることを目的とする。

第２条（登録の義務）

（１）チームは、この内規の定めるところにより、チームおよび構成員を本連盟に登録しなければな

らない。

（２）チームは、公益財団法人日本バレーボール協会（以下「ＪＶＡ」という。）への登録を必須とす

る。なお、ＪＶＡへの登録についてはＪＶＡ「チーム及び選手登録規程」による。

（３）本連盟の登録は、毎年４月１日から翌年３月末日までとする。

第３条（登録の方法）

（１）チーム登録および構成員の年度更新は、ＪＶＡメンバー制度登録システム（以下「ＪＶＡ－Ｍ

ＲＳ」という。）を使用して毎年３月１５日より３月末日までに行う。

（２）登録に関する次の文書を添えて、４月の審判講習会開催までに本連盟に提出しなければならな

い。あわせて本連盟規約細則に規定された登録料を納入しなければならない。

（イ）ＪＶＡ－ＭＲＳのチーム一覧表

（ロ）登録料の振込内訳書

（３）納入した登録料は、理由のいかんを問わず返還しない。

（４）登録の追加、変更、抹消は、いつでも行えるものとする。

第４条（ＪＵＶＦへの登録および登録料）

（１）チームは、自動的に一般財団法人全日本大学バレーボール連盟（以下「ＪＵＶＦ」という。）に

登録するものとする。なお、ＪＵＶＦへの登録についてはＪＵＶＦの定める内規による。

（２）チームは、ＪＶＡ－ＭＲＳによりＪＶＡへの登録を行う際に、ＪＵＶＦ規約等に規定された登

録料を納入しなければならない。

（３）チームは、原則として毎年５月２０日までに登録データを、本連盟に提出しなければならない。

第５条（大会出場資格）

本連盟の公式試合への出場は、登録チームの登録構成員でなければならない。

第６条（二重登録の禁止）

本連盟及びＪＵＶＦへの選手登録は１人１チームとし、重複して登録してはならない。
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第７条（学生の構成員）

（１）本連盟に登録できる学生の構成員は、以下のとおりとする。

① 選手は、同一大学の学生で構成すること。

② 同一学校法人で４年制大学の他に別名称の短大を併設している場合は、４年制大学のチーム

に参加できる。

③ 大学が敷設する大学院、聴講生、科目履修生、通信教育課程、研究コース・専攻科、留学生

別科等に所属の学生は登録を認めない。

（２）登録有効年数は、その構成員が所属する学部が定める最短修業年数とする。

① 編入学等により他大学へ移動した登録者の登録年限は、原則として移動以前の初年度登録時

より通算した移動後の大学の最短修学年数とする。

② 休学からの復学者は在学年限内において登録申請を認めるが、なお、社会人入学、転校また

は転学した者は既登録年数を差し引いた残余年数とする。

例１：短大の学生が短大で２年登録した後、他の大学へ編入した場合は、残り２年となる。

例２：１年次に登録せず、２年次から登録した場合は、３年とする。（入学時からの最低修

業年数とするため）

（３）加盟大学間の登録者の移動は、次の通りとする。

① 同一大学内で大学、短大、キャンパス、学部の各単位でチーム登録している場合は、チーム

間の登録者移動は認めない。

② ただし、授業の拠点が変わるなどの配慮すべき事由がある場合は、理事長の判断で特例とし

て認める場合がある。

第８条（チームスタッフの登録）

（１）部長は、当該大学の教職員とし、登録を必須とする。

（２）チームスタッフは、ＪＵＶＦに登録された他大学への登録はできない。

（３）同一大学で男女間のチームスタッフについては兼務を認める。

① 当該大学の学生については兼務を認めない。

② 兼務で出場できる大会は、本連盟及びＪＵＶＦ主催大会に限る。

（４）トレーナーで登録する場合には、次の資格を必要とする。

① 医師、看護師等の医療資格取得者

② トレーナー指導者資格所有者

③ 当面の間、ＪＵＶＦ科学研究委員会が認めた健康・安全管理及び救急救命・応急処置等の

講習会に参加し認定書を交付された者も認める。

第９条（外国国籍者の登録）

外国国籍者の登録についてはＪＵＶＦの定める内規による。

第１０条（追加登録）

（１）チームは、その構成員の追加あるいは変更がある場合は、遅滞無く本連盟に届出なければなら

ない。

（２）構成員の追加あるいは変更は、本連盟がこれを受理した日よりその効力を発生するものとする。

ただしリーグ戦期間については、大会要項で定められた期限までに提出しなければならない。

（３）選手の追加登録は、東北学連の口座に個人登録料が入金されている状態でなければ受理がなさ

れない。
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第１１条（登録の取消）

本連盟に登録または追加登録した選手で、理事会が本内規に違反していると判断した場合は、その

登録を取り消すことがある。

第１２条（新規加盟および加盟料）

（１）本連盟に加盟を希望する大学は、本連盟加盟申請書に部長の署名・捺印の上、所定の次の文書

を添えて本連盟に申請する。

（イ）加盟申請書

（ロ）構成員名簿（学生は氏名、学年、学部を記載すること。書式は任意）

（２）本連盟への加盟は、理事会の承認を必要とする。ただし、過去に本連盟への加盟実績がある場

合は、承認を必要としない。

（３）本連盟へ加盟する大学は、本規約細則に規定された加盟料及びＪＵＶＦが定めた加盟料を納入

しなければならない。

（４）納入した加盟料は、理由のいかんを問わず返還しない。

第１３条（退会）

（１）チームが本連盟より退会する場合は、本連盟退会届に部長の署名・捺印をしたうえで本連盟に

届出なければならない。

（２）本連盟退会をもって同時にＪＵＶＦからも自動的に退会することとする。

第１４条 （改 正）

本内規を改正しようとするときは、理事会の決議により、これを行う。

細則

１．ＪＶＡチーム及び選手登録規程第２０条により、大学以外のチームに重複して選手登録を行う

場合の届出については以下のとおりとする。

（１）Ｖリーグ所属チームに選手登録をする場合は、学連委員長まで届け出ること。

（２）国体出場（予選会を含む）のため、各県のクラブチームに登録する場合は、学連委員長まで届

け出ること。

（３）上記以外でクラブチームに登録する場合は、本連盟に提出されているＪＶＡ－ＭＲＳのチーム

一覧に重複チーム名が記載されている場合は、届出を省略できる。

付則

本内規は、２０１９年２月１日から施行する。

以上
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東北大学バレーボール連盟 会計規則

２００６年 １月２８日制定

東北大学バレーボール連盟の経理を厳正かつ適正に行うため、東北大学バレーボール連盟規約第７章

に基づきこの規則を制定する。

１．会計責任者

会計責任者は、理事長とする。

２．会計担当者

会計は、会計担当理事が担当する。

３．会計の原則

イ．収入 ①加盟校からの納入は、全て指定銀行振込みとする。

②試合会場等で現金の入金があった場合は、速やかに会計担当理事に納付する。

（入金された現金から直接支出することは認められない）

ロ．支出 ①支出は原則として、銀行振込みとする。

②止むを得ず銀行振込みの出来ない場合は、前もって会計担当理事に「前払い金請

求書」を提出し、現金を受け取ることとする。

③「前払い金請求書」による現金精算は、７日以内に行わなければならない。

④立替払は原則として認めない。

但し、止むを得ない場合は、会計担当理事の承認を得た上でこれを認める。

４．預金管理

イ．通帳名義は、理事長名義とする。

ロ．保管管理者並びに出納責任者は会計担当理事とする。

５．現金管理

現金管理責任者は、会計担当理事とする。

６．事業決算

会計担当者は、各大会・事業等終了後、速やかに理事長に事業の決算内容を報告すること。

７．規則の改正

本規則の改正は理事長が発議し、理事会の議を経て会長が承認する。

（付則） この規則は、２００６年度会計から適用する。


